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山
口
県
で
は
、
県
内
の
全
事
業
場
の

使
用
者
と
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
「
山

口
県
最
低
賃
金
」
を
各
産
業
別
の
最
低

賃
金
が
つ
ぎ
の
と
お
り
き
め
ら
れ
て
お

り
ま
す
。

使
用
者
は
こ
れ
ら
の
最
低
賃
金
よ
り

低
い
賃
金
で
労
働
者
を
使
用
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

除外

賃金
｜

勤 精
手　｀当 皆

｀ 勤家 手
族 当
手　｀当 通

51. 9. 24  ( 公示 ）
51. 10. 24 ( 発 劾）

山
口
県
最低
賃金

の内
容

は 時 者 に
又 所 該 一 一

一 と こ よ は 定 事 囗 日時 表 次 っ 賃 労 業 の
開 示 考 で 金 働 場 所 ュ
ニ し じ 定 の 時 の 定 千
百 ま ぉ め 大 間 一 労 十

五
寸 い ら 部 よ 般 働 五

十 行 玉 れ 分 り 労 時 円
二 つ ぶ て が 短 働 間
分 い

短 い 時 い 者 が
円 で 一 る 間 者 の 当

次
表
の
「
産
業
別
最
低
賃
金
」
は
「

山
口
県
最
低
賃
金
」
と
併
せ
て
適
用
を

受
け
る
の
で
、
該
当
す
る
事
業
場
の
何

れ
か
高
い
方
の
額
以
上
の
賃
金
を
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

繊
維
産業

同 出
関 版

連　｀
産 印業 刷

備 品 木品 ｙ 材
Ｉ　豕　ヽUt
J u　

、木
業 装 製

円 一
迫 口

ー 一Ｇ モ

ニ 冐
時　1-

円 時 十 一
凹 じ卜] !

冐 哲 千

八 乱 二
姓 亘

_こ　　　/丶

而
釘

拍 子
‰謡

間円

製 窯
晶 業
製　｀
造 土業 石

車 業 製 機
整 及 品 械

備 び 等　｀
業 自 製 金

動 造 属

業 食
料

品
製造

噐

ぴ業
翳 百
誕 孚
縦組一五

れ 百
誕4ﾐ
回 倡一六

間円一匹y1

キサ
‰毋

間円一誕 迎
川 ﾌﾞﾆ
蝠押

間
- J
一百
七
十
匕

円

印
紙
税
の
税
額
が

か
わ
り
ま
し
た
。

今
般
印
紙
税
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、

本
年
五
月
一
日
以
降
作
成
さ
れ
る
課
税

文
書
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お

り
ま
す
が
、
そ
の
主
な
改
正
点
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。

○
　
今
ま
で
瓦
○
円
の
印
紙
税
が
課
さ

れ
た
文
書
は
、
す
べ
て
Ｉ
〇
〇
円
の

印
紙
税
が
課
さ
れ
ま
す
。

○
　
継
続
的
取
引
の
基
本
と
な
る
契
約

書
、
判
取
帳
な
ど
、
一
律
の
税
率
に

よ
り
課
さ
れ
て
い
た
文
老‥
の
税
率
は
、

そ
れ
ぞ
れ
Ｉ
。倍
に
引
Ｌ
げ
ら
れ
ま
し

た
。

○
　
土
地
売
買
契
約
書
、
請
負
契
約
書
、

手
形
、
売
上
代
金
の
受
取
漱‥な
ど
の

文
書
の
う
ち
、
高
額
の
も
の
に
っ
い

て
の
印
紙
税
額
が
引
上
げ
ら
れ
ま
し

た
。

○
　
売
上
代
金
の
受
取
書
の
う
ち
、
受

取
金
額
の
記
載
の
あ
る
文
書
を
引
用

し
て
い
る
も
の
な
ど
は
、
た
と
え
受

取
書
に
金
額
が
記
載
さ
れ
て
い
な
く

と
も
、
そ
の
引
用
し
た
金
額
と
同
じ

金
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し

て
、
そ
の
金
額
に
応
じ
た
印
紙
税
が

か
か
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

以
上
紙
面
の
都
合
で
簡
記
し
ま
し
た

が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
税
務
署
に
お
問

い
合
せ
下
さ
い
。

（
長
門
税
務
署
）

中
小
企
業

設
備
近
代
化
資
金
の

申
込
み
に
つ

い
て

山
口
県
で
は
、
中
小
企
業
近
代
化
資

金
等
助
成
法
に
基
づ
く
、
昭
和
五
十
二

年
度
設
備
近
代
化
資
金
の
申
込
み
受
付

を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
受
付
は
九
月
三

十
日
ま
で
常
時
受
付
ま
す
。
た
だ
し
、

申
請
が
多
い
と
き
は
途
中
で
締
切
る
場

合
も
あ
り
ま
す
の
で
早
め
に
書
類
を
町

経
済
課
、
商
工
係
ま
で
提
出
下
さ
い
。

貸
付
条
件

一
貸
付
額

知
事
が
貸
付
対
象
設
備
の
設
置
に

必
要
と
認
め
た
金
額
の
二
分
の
一
以

内
で
十
万
円
以
上
、
八
百
万
円
以
下

二
利
子無

利
子

三
貸
付
期
間

五
年

四
償
還
方
法

貸
付
金
交
付
の
囗
か
ら
一
年
据
置

四
年
以
内
の
均
等
年
賦
償
還

家
庭
児
童
相
談
室
の
開
設
に
つ
い
て

四
月
一
日
よ
り
町
役
場
民
生
課
内
に

長
北
社
会
福
祉
事
務
所
家
庭
児
童
相
談

室
の
分
室
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
乳
児
か
ら
1
8才
ま
で
の

子
供
さ
ん
に
係
る
心
配
ご
と
、
困
っ
て

お
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
皆
さ
ん
の
相

談
を
受
け
、
福
祉
事
務
所
、
児
童
相
談

所
、
そ
の
他
関
係
者
の
協
力
を
得
て
で

き
る
だ
け
よ
り
よ
く
改
善
し
、
解
決
す

る
よ
う
、
ご
援
助
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

相
談
に
つ
い
て
お
聴
き
し
た
秘
密
は

固
く
守
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
に
な

っ
て
お
り
ま
す
か
ら
安
心
し
て
、
気
や

す
く
ご
来
室
く
だ
さ
い
。

公
共
の
行
う
こ
と
で
す
か
ら
相
談
は

す
べ
て
無
料
で
す
。

３ 月中 の 火 災 （　 ） 内 は 今 年 の 累 計　　１ 毎 月19 日 は 防 火 の 日S･

長 門 市　3  ( 9) ※ ガ ス コ ンロ の 火 が 、 そ ば

三 隅 町　O （O） の カ ー テ ン に燃 え

Ｌ
　
謀
殺
の
内
容
は
『

閇
性
格
、
生
活
習
慣
に
つ
い
て
の
相
縮

困
知
能
、
言
語
の
遅
れ
等
　
ク

㈹
学
校
生
活
不
適
応
に
つ
い
て
の
相
談

罔
非
　
　
　
　
　

行
　
　

々

㈲
家
族
関
係
不
調
等
　
　

々

㈹
環
　
境
　
福
　
祉
　
　
〃

倒
心
　
身
　
障
　
害
　
　

々

㈲
そ
の
他
児
童
問
題
全
般
に
つ
い
て

ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。

2
.
　相

談
は
原
則
と
し
て
次
の
と
お
り

で
す
。

毎
週
金
曜
日
（
午
前
８
時
3
0分
か

ら
午
後
５
時
ま
で
）

土
曜
日
（
午
前
８
時
3
0分
よ
り
正

午
ま
で
）

油谷町　1 ( 3) 移り 火事にな
日置村　0 ( 1) り まし た。

使 う 火 を 消 す ま で　341! 油

離 す な 目 と 心 （ 全国統 一標語）

防火診断 シリーズ〔台所〕

１ 。ガスのゴム管 は長す ぎたりい たんだりしてい ませんか ／
２．ガスのゴム管は、ホ ースバンドでとめ てあり ますか ／
３．コンロ のま わり や上に、ふ きんなど燃 えや すぃ ものはあり ま

せんか／

４．コンロ を使用中に、 その場 を離 れることは あり ません か／
５．コンロ の周囲 や台は燃 えや すい材料ではあり ません か／
６．コンロ の手入れや点検 をし ています か｡／

7. プロ パンガスボンベ20kg以上 は、くさり等で転倒防 止 が 必要
で す。 ／

長門地区消防本部・消防署（長門）　西部出張所（油谷）

山
口
県
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最
低
賃
金
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